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４ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容に関する事項 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園は幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設

であり、保護者の就労状況等に関わらず利用できることから、今後もニーズが高まること

が考えられます。 

新制度では、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行

をしやすくするなど、普及が図られています。 

町においても、幼稚園・保育所からの認定こども園への移行や、新設の認定こども園の

整備など、状況に応じて普及を推進していきます。 

 

（２）幼稚園教諭と保育士の合同研修に対する支援等の市町村が行う必要な支援に関する事項 

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するには、幼稚園教諭、保育士等の専門性や

経験が重要になります。 

教育・保育の一体的提供に関する意義や課題を共有できるよう、幼稚園教諭と保育士の

合同研修の開催等について支援していきます。 

 

（３）質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本

的考え方及びその推進方策 

すべての子どもが健やかに育つためには、特に乳幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎

が培われる重要な時期であることに留意し、発達段階に応じた質の高い教育・保育、地域

子育て支援事業が適切に提供されることが重要です。 

子どもの最善の利益が実現される社会を目指し、地域社会全体ですべての子育て家庭を

支えていけるよう、子育て支援施策を推進していきます。 

 

（４）教育・保育施設と地域型保育事業者の相互連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と

小学校等との連携の推進方策 

安心して子どもを産み育てられるように、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を提供

することが必要であり、そのためには子ども・子育て支援に関わる者同士の密接な連携が

重要になります。 

特に、満３歳未満の子どもを保育する地域型保育事業について、満３歳以降も継続して

質の高い教育・保育が受けられるように、教育・保育施設と地域型保育事業者の円滑な連

携を推進します。 

また、幼・保・小の交流や連携を推進することで、幼児期の教育・保育の充実や、小学

校への円滑な接続を図ります。  

資料３ 
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５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 

（１）公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案した給付方法に

の検討に関する事項 

新制度に移行していない幼稚園に係る就園奨励費の事務との連続性に配慮するよう努

めます。 

なお、給付の実施回数については、年４回を目安とするとともに、子ども・子育て支援

法第 30条の 11に基づき特定子ども・子育て支援施設等に対して施設等利用費を給付す

る場合は、特定子ども・子育て支援施設等における資金繰りに支障を来すことのないよう

給付の時期についても配慮するよう努めます。 

 

（２）特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限

の行使に関する事項 

確認に伴う指導監査等を実施するための要綱、基準等を定めるとともに、県に対し施設

等の所在、運営状況、監査状況等の情報提供、立入調査への同行、関係法令に基づく是正

指導等の協力を要請するなど、県との連携に努めてまいります。 

 

 

６ 任意記載事項 

（１）産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する

事項 

子育て支援総合窓口（利用者支援事業）の設置や、子育て情報の提供により、利用者の

ニーズに応じた子育て支援に結び付けられるよう努めます。 

本計画では就学前の子どもの保護者に対するニーズ調査の結果を踏まえて、教育・保育

の量の見込み及び確保方策を定めています。この量の見込み及び確保方策を基に特定教

育・保育施設等を計画的に整備することで、産前・産後休業、育児休業明けに特定教育・

保育施設等が利用できるような環境を整えていきます。 

 

（２）子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連

携に関する事項 

県が行う施策との連携を図り、町の実情に応じて、次に掲げる施策を推進していきます。 

 

① 児童虐待防止対策の充実 

② 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

③ 障がい児施策の充実等 
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（３）労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備

に関する施策との連携に関する事項 

 

①仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

仕事と生活の調和の実現のために、労働条件の向上や育児休業制度の普及などについ

て広報、啓発を行うなどの支援を推進していきます。 

②仕事と子育ての両立のための基盤整備 

延長保育や児童クラブなどの様々な保育サービスの充実を図るなど、多様な就労形態

に対応した子育て支援を推進していきます。 

男女が協力して子育てを行い、男女ともに仕事と子育ての両立ができるように、男性

の子育てへの参加を推進していきます。 

 

 


